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高松駅周辺・丸亀町地域 
香川県高松市 ｜ 面積：約 51ha 

提供：高松市 

 

四国の玄関口である高松駅周辺地域において、大規模土地利用転換等により複合拠点を形成
するとともに、高松駅周辺地域から連続する丸亀町等の商業機能の高度化と居住環境の改善を
進め、中心市街地の活性化に寄与している。成功要因としては、緊急整備地域の指定により地
区の競争力を高めたこと、商店街の持つ両側町としての特性を踏まえた「身の丈型再開発」を
段階的に展開することで、にぎわいある新たな複合拠点形成を図った点が挙げられる。 

■エリアの概要
○都市再生を契機とした郊外部への人口流出、中心市街地の空洞化の抑止
○商店街組合が主体となった全体計画づくりと段階的な事業展開

■都市再生に向けた戦略（成功要因）
〇両側町としての特性を活かした「身の丈型再開発」の展開
〇都市再生特別地区により、高松市丸亀町ならではの空間構成を実現
○定期借地権方式を活用したまちづくり会社による市街地再開発事業の展開

■制度の活用状況
○都市再生特別地区：２地区
○民間都市再生事業計画の認定：１計画







4 

３）都市再生に向けた戦略（成功要因） 

両側町としての特性を活かした「身の丈型再開発」の展開 
丸亀町地域は、歴史的に両側町として形成され、400年に

わたってその空間構成を維持し、高松市の中心市街地として
機能してきた。丸亀町地域の特性を踏まえ、大都市の民間都
市再開発事業とは異なる丸亀町ならではの「身の丈再開発」
を展開し、地権者を中心とした比較的規模の小さい再生事業
のなかで一定の賑わい空間を創出することとした。商店街を
貫く街路を軸として立体的に広がりをもたせることで、「ま
ち」としての一体感をつくりだす空間として機能させた。 
また、A街区からG街区までの約470メートルのうち、先行

して事業が進められたA街区及びG街区の整備を契機として、
B, C街区においては民間主導による商店街沿道の共同建替え
等も実施し、段階的なまちづくりを進めた。 

 
 
 

■ 丸亀町商店街の再開発事業の全体像 

 
提供：高松市  

■ 丸亀町商店街の様子 
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都市再生特別地区により、高松市丸亀町ならではの空間構成を実現 
両側町で構成される敷地の高度利用を図る際に、建築物の斜線制限等の規制が課題であった。

そこで、都市再生特別地区を活用し、建物の高さの最高限度や壁面位置の制限等を定めたことで、
建築基準法に基づく建築物の斜線制限等を適用除外とし、丸亀町商店街ならではの空間構成を実
現した。 

■ A街区で採用された都市計画

提供：高松市 

まちづくり会社等によるエリアマネジメント 
施設の運営は、商店街振興組合等が95％、高松市が５％を出資した民間主導型のまちづくり会

社を設立（テナント誘致やイベントなど専門性や企画力のある人材を雇用）し、運営を委託してい
る。周辺地域の農家と提携した地産地消レストランや、広場を利用し農家などが出店するマルシ
ェなどイベントも積極的に行い、市民が集い交流・連携するステージとしての商店街づくりを目
指している。また、持ち込みによるイベントも多数開催され、にぎわい創出につながっている。 

■ 丸亀町商店街におけるエリアマネジメントの様子

提供：高松市 提供：高松市 
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背景・特徴 

公共空間と一体となった回遊性を有するまちづくり 
丸亀町商店街は歴史的に両側町として設計され、その後400年にわたってその空間構成を維持

し、文字通り高松市の中心市街地として機能してきた。次の100年間の課題は、この街路を軸と
した空間利用を受け継ぐことであった。地権者を中心とした比較的規模の小さい再生事業となる
ことから、一定の賑わい空間を創出するため、公共空間との一体的な整備を図り、街路を快適な
公共空間とすることで回遊性を有するまちづくりを展開した。また、立体的な空間利用を図るた
め、渡り廊下で各棟をつなぐ新たな仕掛けが盛り込まれた。両側町に典型的な町並みで街路空間
をつくる伝統的なまちづくりの手法は、コミュニティを支える空間のあり方として再評価され、
街路は、左右の町並みだけでなく、前後も視覚的に閉じることで、町の一体感をつくりだす空間
として機能し回遊性が増している。 

ドームを中心とした象徴的な空間形成 
丸亀町商店街再開発事業のトリガー事業としての先導性を発信

するとともに、町としての一体感を作り出す結節点（ノード）とし
て、象徴的な空間を創出した。丸亀町の生まれ変わりを先導するA
街区は、施設が全体として、中心市街地にふさわしい吸引力(規模)
をもつものとされ、アトリウム空間が実現した。高松丸亀町商店街
は香川県の県庁所在地・高松市の中心市街地にあり、城下町の時代
から続くメインストリートにあるかつての「札の辻」は、直径25メ
ートルの大きなガラスのドームに覆われた広場に作り変えられ、
市内で最もにぎわうイベント空間となっている。 

■ 丸亀町ドーム下の広場でのイベントの様子

提供：高松市 

■ 丸亀町ドーム
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構想・実行段階での工夫点 

連鎖型事業のトリガーとなる事業展開 
丸亀町商店街は、A 街区～G 街区に至る約 470 メートルの商店街で、A 街区の再開発事業は、

商店街全体の事業を段階的に行うための先導事業としての位置づけがあり、全体としては、両側
町として、公共空間と一体となった回遊性を確保するとともに、ドーム空間や立体的な街路形成
など、トリガーとなる象徴的な空間形成を図ることが意図された。 

提供：高松市 

■ A街区の完成後に事業展開された G街区の様子

提供：高松市 提供：高松市 
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都市再生特別地区による両側町としての空間形成 
両側町で構成される敷地の高度利用を図る際に、建築物の斜線制限等の規制が課題であった。

そこで、都市再生特別地区を活用し、建築物の高さの最高限度や壁面位置の制限等を定めたこと
で、建築基準法に基づく建築物の斜線制限等を適用除外とし、丸亀町商店街ならではの空間構成
を実現した。（再掲） 

定期借地権を活用した事業性の確保 

再開発事業を成功させるためには保留床を買い取るキーテナントが不可欠であるが、各地の再
開発がキーテナントを見つけることができず、またその意向に振り回され困難を極めていた。
1990 年代はバブルの余韻で地価が高値でとどまっており、保留床は高額にならざるをえないた
め、大都市の好立地でない限り処分は難しい状況にあった。そのため、A 街区の再開発事業にお
いては、「定期借地権※１」を活用して市街地再開発事業を行い、保留床を地権者法人※２が高度化
融資を活用して購入、権利床も一括借上げし、まちづくり会社が運営するというスキームを採用
することで、再開発事業を牽引した。 
※１ 定期借地権の設定により、保留床取得費が安価になり、市中銀行からの借り入れは

２億円で済んでいる。 
※２ 地権者が出資した共同出資会社。 

■ 定期借地権方式による事業スキーム 

 
 

適正戸数の住宅供給を通じて価値を持続 
「住む人を戻すことで商店を戻す」というコンセプトに基づき、上層階に住宅を配置した。G

街区については、借入が A 街区に比べて多かったため、事業の採算性の観点から、当初は住宅戸
数を増やして高層化する構想もあったが、販売しきれるのかというリスクもあり、現在のヴォリ
ュームに収まった。住宅供給にあたって、現実的な戸数規模に抑えることで、周辺での供給余力
を持たせ、希少性からも価値の持続や向上に寄与している。 




